
姫路市立児童センター・星の子館 合同イベント  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ／ ／ ／ 景品チェック 

 
1施設 1日 1回スタンプを押せます。 

3つスタンプがたまるといいことあるよ♪ 

このチラシをもって、 

児童センター・星の子館へレッツ！ゴー！ 

令和８年 ５月 １日（金）～５月 ６日（水） 

スタンプラリー 

期間中、上記施設で 

スタンプラリーを 

実施しています。 

姫路市 HP 

児童館・児童センター 

各施設で様々なイベントを実施しています！！ 

イベント情報は各施設のホームページやおたよりをみてね 

児童センター・星の子館であそぼう！ 

～こどもまんなか 児童福祉週間～ 

厚生労働省では、子どもの健やかな成長について 

国民全体で考えることを目的に、毎年 5月 5日の 

子どもの日から 1週間を児童福祉週間と定めています。 


